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衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
接
続
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

御
指
摘
の
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
者
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
広
域
的
運
営

推
進
機
関
（
以
下
「
推
進
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
今
通
常
国
会
に
提
出
し
て
い
る
電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
以
下
「
改
正
法
案
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
。
以
下
「
新
法
」
と

い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
四
十
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
送
配
電
等
業
務
（
一
般
電
気
事
業
者
及
び
卸
電
気
事
業
者
が
行
う
託

送
供
給
の
業
務
そ
の
他
の
変
電
、
送
電
及
び
配
電
に
係
る
業
務
を
い
う
。
）
の
円
滑
な
実
施
そ
の
他
の
電
気
の
安
定
供
給
の
確

保
の
た
め
必
要
な
電
気
供
給
事
業
者
（
電
気
を
供
給
す
る
事
業
を
営
む
者
を
い
う
。
）
に
対
す
る
指
導
、
勧
告
そ
の
他
の
業
務

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
導
及
び
勧
告
は
、
法
制
度
上
そ
れ
自
体
と
し
て
、
会
員
で
あ
る
電
気
事
業
者
に
対
し
て

御
指
摘
の
よ
う
に
「
強
制
力
」
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
新
法
第
二
十
八
条
の
十
八
第
一
項
第
四
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
、
推

進
機
関
の
定
款
に
は
、
会
員
に
対
す
る
制
裁
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
推
進
機
関
は
、
そ
の
指
導
及

び
勧
告
に
従
わ
な
い
会
員
に
対
し
て
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
制
裁
を
課
す
こ
と
も
可
能
な
仕
組
み
と
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
系
統
情
報
の
開
示
」
に
つ
い
て
は
、
電
気
事
業
法
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
送
配
電
等
業
務
支
援
機
関

一



は
、
同
法
に
基
づ
い
て
電
気
事
業
者
に
対
し
、
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、
推
進
機
関
は
、

新
法
第
二
十
八
条
の
四
十
二
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
業
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
会
員
に
対
し
、
報
告
又
は

資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
こ
れ
ま
で
よ
り
一
歩
進
ん
だ
系
統
情
報
の
開
示
」
を
行

う
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
ラ
イ
セ
ン
ス
制
」
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
案
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年

を
目
途
に
、
電
気
の
小
売
業
へ
の
参
入
の
全
面
自
由
化
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
当
然
に
電
気
事
業
の
類
型

の
見
直
し
が
必
要
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
律
案
を
平
成
二
十
六
年
に
開
会
さ
れ
る
国
会
の
常
会

に
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
ラ
イ
セ
ン
ス
制
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

推
進
機
関
の
会
費
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
二
十
八
条
の
十
八
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
、
推
進
機
関
の
定
款
で
定
め
る

こ
と
と
な
り
、
推
進
機
関
が
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
御
指
摘
の
「
託
送
料
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
薄
く
広
く
回
収
す
る
」

こ
と
は
、
推
進
機
関
の
業
務
の
特
性
に
鑑
み
、
最
も
想
定
さ
れ
る
考
え
方
を
お
示
し
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
会
費
の
支
払

に
要
す
る
費
用
を
御
指
摘
の
よ
う
に
「
託
送
料
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
広
く
薄
く
回
収
す
る
」
こ
と
と
す
る
場
合
及
び
そ
れ
以
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外
の
場
合
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
直
接
的
に
は
電
気
事
業
者
が
当
該
費
用
を
負
担
し
、
当
該
負
担
を
御
指
摘
の
よ
う

に
「
消
費
者
に
転
嫁
」
す
る
か
否
か
は
、
各
電
気
事
業
者
が
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。
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